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  市民生活局（産業振興室）行政監査結果報告のこと 

 

地方自治法第１９９条第２項の規定により、みだしの監査を明石市監査基準に

準拠して実施したので、その結果を別紙のとおり報告する。 
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市民生活局（産業振興室）行政監査の結果について 

 

１ 監査のテーマ 

「公の施設の指定管理者制度の運用について」 

 

２ 監査の対象 

  産業政策課 対象施設：明石市公設地方卸売市場  
 
３ 監査の期間 

令和５年１１月２７日から令和６年３月２５日まで 

 

４ 監査の対象範囲 

令和３年度の指定管理に係る事務の執行を対象とした。 

ただし、必要に応じて令和３年度以外の事務も監査の対象とした。 

 

５ 監査の対象事項 

⑴ 指定管理者制度の導入の効果について 

⑵ 指定管理者に関する根拠条例等について 

⑶ 指定管理者の募集・申請等について 

⑷ 指定に関する手続きについて 

⑸ 協定書等の締結について 

⑹ 協定書等の内容について 

⑺ 指定管理料の支払等について 

⑻ 指定管理者に対する指導・監督について 

⑼ 事業報告書の点検について 

⑽ その他 

 

６ 監査の方法 

産業政策課から指定管理者制度に係る事務について、資料の提出を求

め、指定管理者制度の運用や指定管理者に対する指導・監督が適正に行

われているかを関係諸帳簿等の調査確認や関係職員からのヒアリング

などの方法により監査を実施した。 

資料 ３  案 
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７ 監査の結果 

指定管理者制度の運用や所管課による指導、監督が適正に行われてい

るかを中心に監査を実施した結果、おおむね適正に行われているものと

認められた。 

しかしながら、次のような事例が見受けられたので、検討のうえ、改

善措置を講じられたい。 

なお、別途改善の検討を指示した事項※についても、改善措置を講じ

られたい。 

 

⑴ 指定管理者に対する指導及び監督について 

明石市公設地方卸売市場は、平成２７年４月に市直営から指定管理

者制度による運営に移行し、当該市場の運営は、株式会社明石卸売市

場管理センター（以下｢センター｣という。）が受託している。  
前回実施した平成２９年度に所管課に対して行った行政監査では、

別途、改善を指示した事項を十分に踏まえ、事業運営はもとより経理

事務に至るまで、適時適切にセンターを指導・監督されるよう要望し

たところである。  
また、平成３０年度に行われた包括外部監査においても、区分経理

の徹底の指導や不適切な支出等がないかを十分確認するよう改善の方

向性を示されている。  
しかしながら、今年度の行政監査を実施したところ、前回指導を要

望した収支報告書とセンターの総勘定元帳との科目対応が依然として

明確になっておらず不一致であり、収支報告書の内容が十分チェック

できていないことが判明した。  
また、センターにおいて会計書類が適正な期間保管されていない、

保証金が簿外処理されていたなど指定管理業務にかかる文書及び会計

処理に不適切な取扱いが見受けられた。  
これらの処理は、所管課が適時的確に指導していれば発生しなかっ

た事案ではないかと考えられる。今後、センターに対して公の施設の

指定管理者制度に関する指針に基づく収支報告書の提出、関係書類の

作成及び証ひょう類の保管など適正かつ正確な事務処理を指導した上

で、提出された収支報告書については、会計帳簿との十分な突合など
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指定管理業務のチェックを行われたい。  
新年度からの新たな組織体制のもと、センターとの連携を密にし、

適時適切な指導・監督に努められたい。  
 

― 参考 ― 
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※ 上記表は、今年度から監査結果の参考として添付しています。 
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